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遺
跡

石
川

・

１
　
所
在
地
　
　
　
石
川
県
河
北
郡
津
幡
町
加
茂

。
舟
橋

２
　
調
査
期
間
　
　
第
四
次
調
査
　
一
九
九
四
年

（平
６
）
四
月
―

一
二
月

３
　
発
掘
機
関
　
　
い
石
川
県
埋
蔵
文
化
財
保
存
協
会

４
　
調
査
担
当
者
　
一二
浦
純
夫

。
藤
田
邦
雄

。
浜
崎
悟
司

・
柿
田
祐
司

５
　
遺
跡
の
種
類
　
集
落
跡

。
道
路
跡

６
　
遺
跡
の
年
代
　
七
世
紀
―

一
〇
世
紀

７
　
遺
跡
及
び
木
簡
出
土
遺
構
の
概
要

加
茂
遺
跡
が
所
在
す
る
津
幡
町
は
金
沢
市
の
北
に
接
し
、
そ
の
西
側
に
は
河

北
潟
が
存
左
す
る
。
河
北
潟
は
、　
一
九
六
三
年

（昭
和
三
八
）
か
ら
千
拓
事
業

が
開
始
さ
れ
、
七
〇
年
に
は
千

陸
さ
れ
た
。
本
遺
跡
は
、
こ
の

潟
の
東
縁
部
の
沖
積
地
に
立
地

し
て
お
り
、
調
査
地
点
の
標
高

は
四

・
五
ｍ
ｔ
四

。
人
ｍ
を
測

ワ
つ

。

Ю

　

本
遺
跡
は
、　
一
般
国
道
人
号

津

津
幡
北
バ
イ
パ
ス
の
建
設
に
先

立
っ
て
、　
一
九
九

一
年
よ
り
発

掘
調
査
を
開
始
し
、　
一
九
九
四
年
度
ま
で
に
四
次
の
調
査
を
数
え
て
い
る
。

四
次
に
わ
た
る
調
査
で
検
出
さ
れ
た
主
要
な
遺
構
に
は
、
道
路
、
掘
立
柱
建

物
、
井
戸
、
土
坑
、
大
溝
、
小
溝
群
、
柵
が
あ
る
。
掘
立
柱
建
物
は
約
四
〇
棟

検
出
さ
れ
て
い
る
。
主
な
出
土
遺
物
に
は
、
墨
書
土
器

全
一一〇
〇
点
以
上
）
や

木
簡
、
漆
紙
文
書
、
帯
金
具
、
軒
九
瓦
、
和
同
開
弥
銀
銭
が
あ
る
。
木
簡
は
第

四
次
調
査
で
検
出
し
た
道
路
か
ら

一
点
出
上
し
た
。

道
路
遺
構
は
調
査
区
の
中
央
部
に
お
い
て
、
南
東
か
ら
北
西
に
走
行
し
て
お

り
い
約
六
〇
ｍ
に
わ
た
っ
て
検
出
さ
れ
た
。
こ
れ
は
両
側
に
二
条
ず
つ
の
側
溝

を
備
え
て
お
り
、
新

・
旧
二
つ
の
時
期
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
主
軸
の
方

向
は
二
時
期
と
も
Ｎ
１
２７
‐
Ｅ
で
あ
る
。
古
い
時
期
の
道
路
は
、
側
溝
の
心
々

距
離
が
約
九
ｍ
で
、
側
溝
か
ら
須
恵
器

・
土
師
器
が
出
土
し
て
い
る
。
側
溝
の

埋
没
時
期
は
入
世
紀
末
と
み
ら
れ
る
。
新
し
い
時
期
の
も
の
は
、
心
々
距
離
が

約
六
ｍ
を
測
る
。
木
簡
は
こ
の
時
期
の
西
側
溝
肩
部
よ
り
出
上
し
て
い
る
。
側

溝
の
埋
没
時
期
は

一
〇
世
紀
初
頭
と
み
ら
れ
る
。

道
路
遺
構
の
北
半
部
に

「落
ち
込
み
」
と
命
名
し
た
遺
構
が
あ
る
。
こ
れ
は

道
路
側
溝
の
埋
没
後
に
作
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
、
「正
月
」
と
記
し
た
墨
書
土

器
や
斎
串
、
木
製
の
椀

・
皿
が
出
土
し
て
い
る
。

な
お
、
道
路
遺
構
は
、
そ
の
位
置
や
規
模
か
ら
み
て
能
登
へ
向
か
う
北
陸
道

の
駅
路

（北
陸
道
能
登
路
）
と
考
え
ら
れ
る
。

８
　
木
簡
の
釈
文

・
内
容



1995年出上の木簡

ω
　
。
「謹
啓
　
丈
部
安
□
…
同
国
　
酬
趾
激
齢
帥
欧
対
面
薩
韮中隣
己

　
元
礼
状
具
注
以
解
」

。
「　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
月
十
日
　
□
□
造
□
主
」

形
状
は
完
形
で
は
な
い
が
、
六
つ
の
断
片
を
つ
な
ぎ
あ
わ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、

ほ
ぼ
完
形
に
近
い
形
に
復
原
で
き
る
。

機
能
面
か
ら
分
類
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
本
簡
は
、
啓
の
様
式
の
文
書
様
木
簡

で
あ
る
。
作
成
者
は
、
裏
面
の

「□
□
造
□
主
」
で
あ
り
、
表
面
の

「丈
部
安

□
」
に
対
し
て
送
ら
れ
、
廃
棄
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
啓
は
、
公
式
令
に
春

宮
坊
あ
る
い
は
中
宮
職
が
皇
太
子
や
三
后
に
上
申
す
る
時
の
文
書
の
様
式
と
し

て
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
実
際
に
は
そ
の
よ
う
な
啓
と
は
異
な
る
官
司
や
個
人

の
上
申
文
書
と
し
て
の
啓
も
多
く
見
ら
れ
、
こ
の
木
簡
も
こ
の
よ
う
な
範
疇
の

中
で
考
え
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
場
合
、
問
題
と
な
る
の
は
、
第

一
に

こ
の
木
簡
の
書
出
し
が

「謹
啓
」
で
、
書
止
め
が

「以
解
」
で
あ
る
こ
と
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
啓
式
と
解
式
を
混
用
し
た
例
は
、
「正
倉
院
文
書
」
に
も
し

ば
し
ば
見
ら
れ
、
当
時
に
お
い
て
は
き
わ
め
て
日
常
的
に
用
い
ら
れ
た
様
式
な

の
で
あ
ろ
う
。
次
に
注
意
す
べ
き
点
は
、
「謹
啓
」
と
い
う
書
出
し
の
直
後
に

（
Ｐ
卜
０
十
∞
∞
卜
）
×
∞
∞
×
頓
　
ｏ
Ｐ
Ｐ

宛
所
と
し
て

「丈
部
安
□
」
と
い
う
人
名
が
く
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
木
簡
の

場
合
、
宛
所
の

「丈
部
安
□
」
と
い
う
人
名
に
続
く
部
分
が
欠
損
し
て
お
り
、

そ
の
後
に
ど
の
よ
う
な
文
字
が
続
く
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
状
や
啓
の
様
式
を

持
つ
古
文
書
の
宛
所
に
お
い
て
は
、
先
方
の
人
名
を
表
す
言
葉
の
下
に

「尊
」

「尊
者
」
「尊
公
」
望
貝
公
」
な
ど
の
敬
語
が
付
け
ら
れ
る
こ
と
、
さ
ら
に
、
そ

れ
ら
の
敬
語
の
下
に
脇
付
と
し
て

「前
」
「御
前
」
な
ど
の
言
葉
が
添
え
ら
れ

る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
こ
の
木
簡
の
欠
損
部
分
の
う
ち
、
「丈
部
安
□
」
の

下
に
は
、
「尊
」
あ
る
い
は

「尊
者
」
な
ど
の
敬
語
が
入
り
、
そ
の
直
下
も
し

く
は
右
下
に
脇
付
と
し
て
、
「前
」
も
し
く
は

「御
前
」
な
ど
の
語
が
付
さ
れ

た
こ
と
が
、　
一
つ
の
可
能
性
と
し
て
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
木
簡
が
具
体
的
に
い
か
な
る
場
面
で
使
用
さ
れ
た
か
と
い
う
問
題
に
つ

い
て
は
、
今
後
検
討
す
べ
き
点
が
多
い
。
分
か
ち
書
き
の
右
側
の
部
分
に
は

「人
給
雑
魚
十
五
隻
」
を
献
上
す
る
旨
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
平
城
宮
跡
出
土



の
本
簡

。
墨
書
土
器
に
見
え
る

「
人
給
所
」
「
人
給
」
、
平
安
時
代
の
儀
式
書
に

見
え
る

「
人
給
屋
」
な
ど
と
も
あ
わ
せ
て
考
察
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、

分
か
ち
書
き
の
左
側
の

「□
□
消
息
後
日
参
向
而
語
〔酪
均
Γ

い
う
文
言
か
ら
は
、

国
司
の
部
内
巡
行
と
の
関
わ
り
も
想
定
で
き
る
が
、
当
遺
跡
が
越
中
国
や
能
登

国
へ
と
む
か
う
交
通
の
要
衝
に
位
置
し
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
こ
の
木

簡
の
移
動
が
、
果
た
し
て
、
加
賀
地
方
の
中
だ
け
で
完
結
す
る
も
の
な
の
か
は

判
断
が
難
し
い
。
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
、
今
後
考
え
を
深
め
て
い
く
必
要
が

あ
る
と
思
わ
れ
る
。

９
　
関
係
文
献

硼
石
川
県
埋
蔵
文
化
財
保
存
協
会

『
石
川
県
埋
蔵
文
化
財
保
存
協
会
年
報

工企

（
一
九
九
五
年
）

三
浦
純
夫

「
石
川
県
津
幡
町
加
茂
遺
跡
の
道
路
遺
構
」
翁
古
代
交
通
研
究
会
第

四
回
大
会
発
表
資
料
』

一
九
九
二
年
）

（８．‐
７
・９森
唯輔
知
敷
）

富
山

１
　
所
在
地
　
　
　
一昌
山
市
豊
日
本
町

２
　
調
査
期
間
　
　
一
九
九
五

（平
７
）
五
月
１
七
月

３
　
発
掘
機
関
　
　
一昌
山
市
教
育
委
員
会

４
　
調
査
担
当
者
　
堀
沢
祐

一

５
　
遺
跡
の
種
類
　
祭
祀
遺
跡

６
　
遺
跡
の
年
代
　
弥
生
時
代

・
古
墳
時
代

・
平
安
時
代

７
　
遺
跡
及
び
木
簡
出
土
遺
構
の
概
要

豊
田
大
塚
遺
跡
は
、
富
山
市
の
中
心
部
か
ら
北
東
方
向
約
五
血
に
位
置
し
て

い
る
。
遺
跡
は
、
西
側
約

一
臨
を
流
れ
る
神
通
川
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
扇
状

地
の
中
に
あ
る
微
高
地
上
に
立

地
し
、
標
高
九
ｍ
を
測
る
。

豊
田
大
塚
遺
跡
の
調
査
は
、

店
舗
建
設
に
先
立
ち
、　
一
五
〇

〇
ポ
を
姑
象
と
し
て
実
施
し
た
。

調
査
の
結
果
、
弥
生
時
代
後

期
か
ら
古
墳
時
代
前
期
に
か
け

て
形
成
さ
れ
た
沼

・
湧
水
点
に

関
連
す
る
遺
構
と
平
安
時
代
の

聖主と
唱″よ

田た

大ヨ
塚宗
遺
跡

(富 山)




